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４月８日㈬、美里町役場前交差点で春
の全国交通安全運動街頭キャンペーン
を行いました。（関連27ページ）



総務課　生活環境係からのお知らせ 問76-1115

「クリーン美里」町内一斉清掃を実施します
皆さまのご協力をお願いします。
・５月10日㈰が雨天の場合は、５月17日㈰に実施します。
　小雨の場合は実施します。実施の有無は、当日の朝、防災無線でお知らせします。
・各収集場所には、収集運搬業者が午前10時から収集にまわります。
・暑さなどで体調が気になるかたは、参加を控えるようお願いします。

行 政 区 収集場所
根　　木 根木集会所

関 関集会所（八幡関）
南阿那志 上川輪集会所・新井横手公会堂
北阿那志 北阿那志中央リサイクルセンター
小 茂 田 小茂田児童センター
下 児 玉 下児玉公会堂
北 十 条 旧消防団第２分団車庫前
南 十 条 県道熊谷児玉線　陶山宅側
沼　　上 沼上集会所
広　　木 広木会館
駒　　衣 駒衣集会所
木　　部 木部集会所

行 政 区 収集場所
古　　郡 関越自動車道西側の大島宅北側
甘　　粕 甘粕集会所・北口東側ごみ収集所
中　　里 中里火の見跡
湯　　栃 湯栃集会所
野　　中 旧宮沢歯科前
小　　栗 小栗児童センター
猪　　俣 旧上田商店前
湯　　本 湯本集会所
大　　仏 大仏婦人児童センター
白　　石 白石公民館
円 良 田 円良田農民センター

５/10
実施日

日曜日

有害ごみ収集を行います！　ルールを守って出してください！
■収  集  日　  ５月27日（水）　午前８時30分～10時30分
■収  集  物
　◎�使用済み乾電池
　　（ボタン電池も可）
　◎�蛍光管・水銀電球
　　（直管は1.5ｍ未満に限る）
　◎水銀体温計

行 政 区 収 集 場 所
根 木 東児玉公民館
関 関集会所（八幡関）・倉柱集会所

南阿那志 上川輪集会所・新井横手公会堂
北阿那志 北阿那志中央リサイクルセンター
小 茂 田 小茂田リサイクルセンター

下 児 玉 善台寺熊谷公会堂・下児玉公会堂・
中山集会所・殿ケ谷戸観音堂集会所

北 十 条 北十条集会所
南 十 条 南十条集会所
沼 上 沼上集会所
広 木 広木会館
駒 衣 駒衣集会所・駒衣第３集会所

■注意事項
・リチウムイオン電池（モバイルバッテリーを含む）は圧力が加わ
ると発火し、火災の原因になります。５月23日㈯の回収事業を
利用して適切に処理してください。（次ページ参照）

・家庭で使用したものに限ります。
・中に水銀などがある場合、割らないようにしてください。
・白熱電球や割れた蛍光管は対象外です。（不燃ごみの日に認定袋
で出してください。）

・当日、出せない場合は、役場・コミュニティセンターに常設する
オレンジ色の専用ロッカーをご利用ください。

行 政 区 収 集 場 所
木 部 木部集会所
古 郡 古郡集落農業センター
甘 粕 甘粕集会所
中 里 中里集会所
湯 栃 湯栃集会所
野 中 野中集会所
小 栗 小栗児童センター
猪 俣 猪俣中央会館
湯 本 湯本集会所
大 仏 大仏婦人児童センター
白 石 白石公民館
円 良 田 円良田農民センター

■収集場所
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小型家電、バッテリー、家庭用プラスチック製品、
金属ごみのリサイクル回収について
■回  収  日　   ５月23日（土）　午前９時～正午
■回  収  物
　①�小型家電、充電型製品（車バッテリー、リチウ
ムイオン・ニッケル水素電池）

　　※�家電リサイクル対象品（テレビ・エアコン・
冷蔵庫・洗濯機など）は対象外です。

　②�硬質プラスチック製品（衣装ケース、プラン
ター、漬物容器、おもちゃ、ハンガーなど）

　※�薬品、衛生用品、ポリ塩化ビニル（PVC）製品、
容器に中身があるものは回収できません。

　③�金属ごみ（自転車、鉄製いす、鉄製バケツ、鉄
製またはアルミ製ホイール、スチールロッカー、
門扉、物干し竿、ぶら下がり健康器具など）

　※�薬品、衛生用品、タイヤ、容器に中身があるも
のは回収できません。

■注意事項
　・回収できないものは、お持ち帰りいただきます。
　・�入口は北側から一方通行です。
　・事業活動のごみは、回収しません。
　・回収前に付着物などを落としてください。
　・製品内に液体がある場合、回収しません。
　・電子機器の個人情報は削除してください。
　・車を降りる際は、停車して安全確認をしましょう。

・�乾電池は、５月27日㈬の有害ごみ収集をご利用
ください。（P2を参照）

はがきサイズの充電式製品のみ、以下のとおりで回収
しています。
場所：総務課窓口
方法：職員に手渡し
注意：膨張などの変形したものは回収できません。小
山川クリーンセンターへ直接搬入ください。はがきサ
イズより大きいものは､5月23日㈯をご利用ください｡

■会場の場所　遺跡の森総合公園（下図のとおり）

凡例
通行できません
町道

進入不可 斎場方面

受付
コミュニテイーセンター前

総合運動場

進入不可 遺跡の森ホール方面
✕

✕

✕ 保健センター
入口

この狭い道は
通行しないでください

✕
国道方面

木部集会所方面
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メンバーも随時募集中です！　お気軽に地域包括支援センター（☎76-1325）にお問合せください。

生活支援体制整備事業

登録メンバー 10名

登録メンバー 12名

登録メンバー 13名

支えあいでひろがる支えあいでひろがる
つながりの輪つながりの輪

　高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を送れるよう、地域全体で支えあう体制やつながりを考える「生
活支援体制整備事業」が全国で進められています。
　この事業を推進するため、町では３つの団体が立ち上がっており、毎月定例会を開いて話し合いをして
います。これまで、ローソン移動販売の誘致、花いっぱい運動への参加、ボッチャの普及と地域交流を図
る活動などを行ってきました。
　今月は、３つの団体が現在行っている取組みを紹介します。

大沢地区「ふれあい大沢ささえ隊」

松久地区「元気　 松久つながり隊」

東児玉地区「東児玉　笑顔・元気・ささえ愛♡」

令和７年度から「劇で学ぶ！高齢者の認
知症の予防と対応」という題名で大沢地
区を中心に公演をしています。劇と講話
の構成で、来場者からの反響も大きく、
今後も各地区で公演を予定しています。

災害をテーマとした話し合いの中で、“災
害時、どこに連絡すればよいか分からな
いかたが多い”という声があがり、「災害時
等の連絡先」という資料をメンバーで作
成しました。地域の高齢者に向けて配付
していく予定です。

旧デイサービスセンター「けいあい」の
跡地を活用し、東児玉地区の交流の場と
して「ふれあいサロンお試し会」を３月
に開催しました。誰でも来られる集いの
場の立ち上げに向けて、今後も話し合い
を進めていく予定です。
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減免申請にはマイナンバーを忘れずに!!
　減免申請を行う場合、マイナンバー（個人番号）または法人番号の記入が必要となります。
　個人のかたが個人番号を記載した申請書を提出する際は、本人確認（番号確認および身
元〈実存〉確認）が必要となるため、運転免許証などの本人確認書類の提示、または写し
の添付をお願いします。

軽自動車の廃車・売却をしたが、
納税通知書が届いた…

４月１日以前に廃車手続きや車両を売却したにもかか
わらず、軽自動車税が課税されている場合は、税務課　
資産税係までご連絡ください。

Ｑ A

　身体に障害があるかたなどが所有する軽自動車については、税の減免制度があります。
　申請は、毎年必要になりますので、減免を受けようとするかたは、お早めに税務課　資産税係へ申請し
てください。

軽自動車税には減免制度があります

■申請期限　６月１日㈪まで
■持参するもの
①身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者
保健福祉手帳のいずれか（コピー不可）

②運転者のかたの運転免許証
③自動車検査証または軽自動車届出済証
④納税通知書
⑤納税義務者のかた（法人を除く）の個人番号確認および
身元確認書類

※自動車税の減免は、障害があるかた
１名につき１台に限られます。すで
に普通自動車税の減免を受けている
かたは、重複して軽自動車税の減免
は受けられません。また、障害の程
度によっては減免を受けられない場
合があります。

軽自動車税、固定資産税（第１期）の
納期限は６月１日㈪です。
納付書に印字された「ＱＲコード」を利用した納付も可能です。

　令和７年４月から、軽自動車および二輪の小型自動車（排気量250cc超）の車検時に、納税証明書の提
示が原則不要となりました。納付情報の確認は軽自動車検査協会がオンラインで実施します。
　ただし、軽自動車税の納付直後など、納付情報が軽JNKSに反映されていない場合
は納税証明書が必要となります。
　なお、口座振替により軽自動車税を納付されたかたにつきましては、
今年度から口座振替領収済通知を送付しませんのでご注意ください。
　詳しくは、地方税共同機構のホームページ（https://www.lta.go.jp/
jidousya/）をご覧ください。

軽自動車の車検時、納税証明書の提示が原則不要に！

問合せ＝税務課　資産税係　☎７６－5131

問合せ＝税務課　資産税係　☎７６－5131

地方税共同機構
ホームページ

提出
不要
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指定医療機関に必ず予約のうえ、受診してください。

★各検診は原則無料です。（胃カメラのみ有料）
年度内に１人１回のみ(個別または集団で)受診できます。
※同一年度内に重複受診した場合は、全額自己負担になりますので、ご注意ください。
※個別のみ実施、集団のみ実施の検診がありますので、ご注意ください。

検 診 名 検診内容 対象者
(令和９年４月１日現在の年齢) 実施期間

胃 が ん 検 診
（胃カメラ）

【自己負担金額：3,000円】
◆問診
◆胃内視鏡検査

50歳から74歳のうち
偶数年齢のかた

令和８年５月～
令和９年３月

胃がんリスク検診
～ＡＢＣ検診～

◆血液検査
『胃の健康度（将来の胃がん発症リスク〔危
険度〕）』を調べる検査です。

40歳以上 令和８年５月～
令和９年３月

大 腸 が ん 検 診

◆問診
◆便潜血検査（配布された容器に２日

分の便を採ります）
※出血しやすい大腸がんの性質を利用して、

便についた血液を見つける検査です。

40歳以上

令和８年６月～
令和９年３月

※検査キット配布期間
令和８年６月１日㈪～
令和９年３月５日㈮まで

前立腺がんリスク検診
～ＰＳＡ検診～

◆血液検査
前立腺がんの可能性がある人を見つける検
査です。

40歳以上の男性 令和８年５月～
令和９年３月

乳 が ん 検 診

◆問診
◆マンモグラフィ検査
　（乳房エックス線撮影）
◆視触診（任意）

40歳以上の女性 令和８年５月～
令和９年３月

子 宮 頸 が ん 検 診 ◆問診
◆診察 20歳以上の女性 令和８年５月～

令和９年３月

歯 周 疾 患 検 診
◆問診
◆歯および歯周組織などの検査
◆歯科指導

20歳以上 令和８年５月～
令和９年３月

2 0 歳 ・ 3 0 歳
ピ ロ リ 検 診

◆血液検査 20歳・30歳
※４月に個別通知

令和８年５月～
令和９年３月

が ん 腫 瘍
マ ー カ ー 検 査

◆血液検査
20・25・30・35歳の

女性
※４月に個別通知

令和８年５月～
令和９年３月

●受診券および『がん検診等予定表』は、４月下旬に対象のかたに発送しています。
　受診方法などの詳細は、「令和８年度美里町がん検診等のご案内」をご覧ください。
●骨粗しょう症検診については、午前と午後に実施します。
　骨粗しょう症検診のみを受診されるかたは、午前中をお勧めします。
●転入などで受診券が届いていないかたは、保健センター（☎76-2855）までご連絡ください。
●転出したかたは、受診券は使用できません。
●がん検診などはミムリン健幸ポイント事業のポイント項目です。ぜひ受診してください。
　（20歳・30歳ピロリ検診、がん腫瘍マーカー検査、肝炎ウイルス検診については対象外です。）

個別検診
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検 診 名 検診内容 対象者
(令和９年４月１日現在の年齢) 実施期間

胃 が ん 検 診
（バリウム）

◆問診
◆胃部エックス線撮影 40歳以上

肺がん・結核検診 ◆問診
◆胸部エックス線撮影 40歳以上

大 腸 が ん 検 診

◆問診
◆便潜血検査（配布された容器に２日分の便

を採ります）
※出血しやすい大腸がんの性質を利用して、便につ

いた血液を見つける検査です。

40歳以上

乳 が ん 検 診
◆問診
◆マンモグラフィ検査（乳房エックス線撮影）
※視触診は実施なし

40歳以上の女性

子 宮 頸 が ん 検 診
◆問診
◆診察
◆子宮頸部細胞診検査(液状化細胞診)

20歳以上の女性

骨粗しょう症検診 ◆問診
◆踵（かかと）の骨の超音波検査 20歳から80歳の女性

肝炎ウイルス検診 ◆血液検査 40歳以上（過去に受けた
ことがないかた）

集団検診 検診会場は保健センターです。

令和８年度 がん検診等予定表

検 診 名 予約開始日
６月 ７月 ９月 10月 11月
29
月

30
火
１
水
２
木
３
金
４
土
27
月
28
火
29
水
30
木
31
金
24
木
25
金
22
木

５
木

６
金

24
火

25
水

肺がん・結核 ５月25日㈪ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 受付 　午後０時45分～０時55分

大 腸 が ん 検査キットは
申込みが必要 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 受付 　午前10時～午後２時

胃 が ん
（ バ リ ウ ム ） ７月13日㈪ ◎ ◎ ◎ 受付

午前８時～10時
乳 が ん

９月７日㈪
受付 　午後０時30分～２時

◎ ◎ ◎ ◎

子 宮 頸 が ん ◎ ◎ ◎ ◎

骨粗しょう症 受付 　午前10時～10時30分　午後０時30分～２時 ◎ ◎ ◎ ◎

肝炎ウイルス 41歳以上のかたは
申込みが必要 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 受付 　午後０時45分～０時55分

集団検診スケジュール

下
記
「
集
団
検
診
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
参
照

住民保険課　健康推進係からのお知らせ　問76-2855（保健センター）

予約が必要です！

１つの検診につき
200ポイント!

対象事業

※町発行の受診券を利用した場合に限る。
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不妊治療費の助成について
　子どもを望む夫婦に対し、不妊治療費の負担を軽減するため、費用の一部を助成します。

【対象者】
　下記①～③の全ての項目に該当するかた
①�夫婦（法律上の婚姻をしている夫婦のほか、事
実婚も対象）の一方または双方が美里町に住民
登録があること
②�該当する治療（保険適用外不妊治療）時に町内
に在住し、助成金の支給後も町に継続して居住
すること
③�町税を滞納していないこと
【助成内容】
　夫婦間における保険適用外不妊治療費の７割で、
１回の申請につき30万円を限度（千円未満切り捨

て）に、通算５年度、合計150万円を限度に助成
します。
【申請期限】
　助成対象経費を支払った日から１年以内に、保
健センター（こども未来課　子育て支援係）へ申
請してください。
【その他】
　申請方法や申請書類など、詳しくは町ホームペー
ジをご確認ください。

問合せ＝こども未来課　子育て支援係　☎76-2855（保健センター）

５月23日㈯は、遺跡の森総合公園内施設が利用できません！
　５月23日㈯は、遺跡の森総合公園内で小型家電回収をおこなうため、終日総合公園内の全ての施設（遺
跡の森館・コミュニティセンター、森の図書館、公園内体育施設）の利用ができません。
　また、当日、地区公民館・体育広場を利用されるかたは、５月20日㈬から鍵の貸し出しを行いますので、
コミュニティセンター窓口へお越しください。
　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

問合せ＝教育委員会事務局　生涯学習係（コミュニティセンター内）　☎76-3431

申込み・問合せ＝地域包括支援センター　☎76-1325

　～ひとりで抱え込んでいませんか～
　最近物忘れが気になる、介護疲れがたまっている、悩みを打ち明ける場所がない…、まずはおしゃべり
しながら気持ちを吐き出してみませんか。
　「認知症・介護者のつどい」では、在宅生活の中で物忘れが気になるかた、介護を受けて暮らしているかた、
介護をしている・していたかた、これから介護について知りたいかたが集まり、日頃の思い（喜び・不安・
疑問など）を共有し、交流する場です。ほっと一息ついて気持ちを軽くしてみましょう。

【開催日】５月20日㈬　午後１時30分～３時
【場　所】保健センター　機能回復訓練室
【対象者】� ・在宅で暮らしている本人やその家族、関係者のかた
　　　　� ・これから介護に関わるかた　・介護をしてきたかた
　　　　� ・介護や認知症について関心のあるかた
【申込み】開催日前日までに電話または窓口で申し込み
　　　　　※途中からの参加、退出もできます。

参加者募集「認知症・介護者のつどい」を開催します！ 参加無料

町ホームページ
ＱＲコード
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美里町ファミリーサポートセンター事業および助成制度
　ファミリーサポートセンターとは、子育ての援助を受けたいかた（利用会員）と行いたいかた（サポー
ト会員）が会員となり、緊急サポートセンターが仲介して、地域での子育てのお手伝いをする会員同士の
支えあいの活動です。また、緊急サポートセンター事業では、急な預かりや送迎などの対応も行っており
ます。
※�サポート会員の処遇改善をはかるため、令和８年４月から謝礼金の額を一律400円増額しましたが、町
の利用料金の補助額も同様に400円増額したため、利用者負担額に変更はありません。

●対象児童年齢　０歳～小学６年生
　※�依頼の内容によってファミリーサポートか緊急サ
ポートに振り分けます。

●ファミリーサポート
　※�利用会員とサポート会員が事前に顔合わせをして
一緒に依頼内容を決めてからお預かりを行います。

　　事前に予定が決まっている依頼が中心です。
（保育謝礼金）
・午前７時～午後７時・・・ １時間1,200円
・上記以外の時間・・・１時間1,300円
●緊急サポート
　※�前日、当日の急な依頼によるお子さんの預かりや
送迎、病児病後児の預かりなどを行います。

（保育謝礼金）
・午前７時～午後７時・・・ １時間1,400円
・上記以外の時間・・・ １時間1,500円

※病児・病後児のお預かり
　・午前７時～午後７時・・・ 1時間1,500円
　・上記以外の時間・・・ 1時間1,600円
★いずれも交通費などの実費は別途請求
●賠償責任・傷害保険加入しています。
●�町では、１時間あたり700円（病児・病後児は800円）
の利用料金の補助を行っています。ご利用した際には、
援助活動報告書および振込口座がわかるものを持参
のうえ、役場こども未来課まで、申請してください。

★利用会員を随時募集しています。
・ちょっとこどもを見ていてほしい
・保育園・学童のお迎え
・習い事の送迎
・産後のお手伝い　など
育児のお手伝いをしてもらいたい時お電話く
ださい。
緊急サポートでは病児病後児の預かりもして
います。

※�利用するには登録が必要です。登録はホー
ムページからできます。

https://misato.janken-pon.net/

●ファミリーサポート３時間無料お試しチ
ケット
初めてファミリーサポートをご利用のかたに
はお子さん１人につき３時間無料で使えるチ
ケットがあります。
詳しくは下記までご連絡ください。

[お問い合わせ]
緊急サポートセンター埼玉
☎048-297-2903

問合せ＝こども未来課　子育て支援係　☎76-2277

問合せ＝埼玉県立本庄特別支援学校　☎24-3747

日時：６月15日㈪午前９時40分～午前11時55分
会場：埼玉県立本庄特別支援学校
内容：学校説明および授業参観

対象：�本校への就学、入学または転学を希望する
幼児児童生徒およびその保護者・関係者、
地域や関係機関のかたがた

　事前の申込みが必要です。本校ホームページ「学校説明会」をご覧になり、
お申込みください。https://honjo-sh.spec.ed.jp/

令和８年度　埼玉県立本庄特別支援学校　学校説明会

本校ホームページ
QRコード
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埼玉県の電話相談窓口
「子どもスマイルネット」に相談してみませんか？

【電話】048-822-7007
【時間】毎日　午前 10時 30分～午後６時（祝日・12月 29日～１月３日 を除く）
詳しくは、こちらをご覧ください。
　→　https://www.pref.saitama.lg.jp/a0608/smile-net/index.html（埼玉県ホームページへリンク）

　「子どもスマイルネット」は、こども（原則 18 歳未満・高校生は対象）に関わるさまざまな悩み
について、電話で相談を受ける埼玉県の窓口です。
　学校や友達、家族のことなどで悩んでいるお子さんからの相談はもちろん、保護者のかたからの子
育て相談も受け付けています。
　いじめなどこどもの権利に関する悩みには、面接相談（予約制）もあります。

＜子どもスマイルネットカード＞

５月１日～６月30日は「不正大麻・けし撲滅運動」期間です
　大麻の不正な栽培、所持や乱用は犯罪です。また、「けし」には法律で栽培が
禁止されている種類があります。特に大麻は「海外では合法化されているから
害がない」などといった誤った情報が流布され、若年層への乱用の拡大が懸念
されています。正しい情報を知り、自分の身を守りましょう。大麻や栽培して
はいけない「けし」を発見したら、最寄りの県保健所までご連絡ください。 

問合せ＝本庄保健所　☎22-6481

　美里町農業委員会委員の任期が令和８年 10 月 25 日をもって満了となります。そこで、６月か
ら農業委員および農地利用最適化推進委員を公募します。
　それぞれの委員の任期は、令和８年 10 月 26 日から令和 11 年 10 月 25 日までとなります。
　女性や青年のかた、熱意や識見のあるかたの積極的な推薦、応募をお願いします。
　詳しくは広報みさと６月号でお知らせいたします。

農業委員会委員の改選！！

問合せ＝農業委員会事務局（農林商工課内）　☎76-5133
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お困りのときは、ご相談ください。

民生委員・児童委員、主任児童委員

５月12日は「民生委員・児童委員の日」
地域の身近な
相談相手

　地域の身近な相談相手として、介護や子育てなど福祉に関する様々な相談に応じ、利用できるサービス
などの情報提供や関係機関を紹介する「つなぎ役」として活動しています。

高齢者や障害のある
かたに関すること

ひとり暮らしの不安、
介護サービスの相談、
情報提供　など

子育てに関すること

子育ての悩みの相談や
虐待防止　など

生活に関すること

生活困窮による心配ご
との相談　など

　相談内容の秘密を守ることが法律上義務付けられているため、秘密が漏れることはありません。安心し
てご相談ください。地区の民生委員がわからない場合は、介護福祉課へお問い合わせください。

問合せ＝介護福祉課　社会福祉係　☎76-5132

特設人権相談所を開設します
　人権に関することで、困りごとや悩みごとは
ありませんか。人権擁護委員さんが、個別にお
話を聞き、皆さんの相談に応じます。
　秘密は守られますので、安心して相談にお越
しください。

【日　時】　６月１日㈪
　　　　　受付　午後１時30分～４時
【場　所】　美里町役場　１階　第２会議室

人権擁護委員さんは、法務大臣から委嘱され、
人権相談や人権の考えを広める活動をしてい
るかたがたです。

特設行政相談所を開設します
　行政サービスに関することで、困りごとや要
望などがありましたら、行政相談委員にご相談
ください。
　秘密は守られますので、安心して相談にお越
しください。

【日　時】　６月１日㈪
　　　　　受付　午後１時30分～４時
【場　所】　美里町役場　１階　第２会議室

行政相談委員さんは、総務大臣から委嘱され、
皆さんの身近な相談相手として、行政サービ
スに関する相談を受け、助言や関係機関への
通知などを行っています。

問合せ＝介護福祉課　社会福祉係　☎76-5132問合せ＝総務課　自治防災係　☎76-1115

相談例：職場で性的指向や性自認についてから
かわれたり、否定的な発言をされることがある。
国籍や出身地について心ない言葉をかけられ
た。など

相談例：運転免許証更新に伴う高齢者講習を住
まいの近くの場所で受けたい。訪問販売・電
話販売が多くて困っているが、どうしたらよ
いか。など
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　町では、自動車運転免許証を返納したかたなどの日常生活の
移動手段を確保するため、「タクシー利用料金補助事業」として、
タクシー券を交付しています。
　 令和８年度の申請がまだお済みではないかたは、お早めに介
護福祉課へ申請をお願いします。また、継続申請のかたは、町
公式LINEでの申請も可能です。

年間交付限度枚数＝ 90枚（500円券）45,000 円分
※年度途中に申請したかたは、当該年度の残りの
　月数（申請月を含む）に 8枚を乗じた枚数とな
　ります（例：6月に申請した場合は 8枚× 10か
月分＝ 80枚）。
使用限度＝１回の乗車につき６枚（3,000 円）まで

対 象 者
・40 歳以上で自動車運転免許証の交付を受けてい
ないかた
・40歳以上で自動車を所有していないかた
・身体の障害等により自家用車を利用できないかた

利用券の額など

美里町タクシー利用料金補助事業の申請はお済みですか？

問合せ＝介護福祉課　社会福祉係　☎76-5132

【対象となる要件】
・�町内に居住し、住民基本台帳に登録されてい
るかた
・�改修工事を行う住宅を所有して
いるかた
・�改修工事金額が 10 万円以上で
あること（消費税除く）
・町税などに滞納がないこと
・�町内業者による住宅改修工事であること
【改修工事例】
・住宅の内外装（屋根、外壁、雨樋、床等）の改修
・台所、洗面台、浴室、トイレの改修など

【申請方法】
　改修工事完了後、申請書に必要な書類（ホー
ムページに記載）を添え、農林商工課へ提出し
てください。
※�改修工事施工前・施工後の現場写真が必要で
す。撮り忘れにご注意ください。

【交付方法・交付額】
　改修工事完了報告後、対象となる改修工事金
額の 10％に相当する額（上限５万円・千円未満
切捨て）を美里町商工会が発行する商品券「み
さと元気チケット」で交付します。

住宅改修資金補助事業のお知らせ
　町内の商工業の活性化と町内居住者の住環境向上のため、住宅改修工事費の一部
補助を行います。要件に該当するかたは、ぜひご利用ください。
（一住宅につき同一年度内１回限りの利用です。）

問合せ＝農林商工課　商業観光係　☎76-5133

ホームページ
QRコード

問合せ＝農林商工課　農工業推進係　☎76-5133

■対象者
�　園芸施設共済または園芸施設保険などの契約
を締結したかたで、町内に住所を有する個人ま
たは法人

■補助金額
　�園芸施設共済契約を締結した際に支払った共

済掛金や園芸施設保険などの契約を締結した
際に支払った保険料の 1/2 以内（上限 5 万円）

　園芸施設保険への加入促進を図り、異常気象などで園芸施設が被災した農業者の早期再建を支援する
ため、加入者に対し、補助金を交付します。

園芸施設保険に加入した農業者に対する補助金について
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知っておきたい「身体にリスクを与える」酒の量
　前月号では、お酒との付き合いかたなどについて触れましたが、今回は、具体的にどれくらいの飲酒量
が健康に影響をおよぼすのか深掘りします。
　酒は百薬の長という言葉もありますが、近年の研究では「飲酒量は少なければ少ないほど、健康リスク
が下がる」ことがわかっています。
　次の表は「疾病別の発症リスクと飲酒量（純アルコール量）」を示しています。

　飲酒による病気への影響については個人差があります。自分が飲んでいる量をチェックし、まずは今よ
り少しでもお酒の量を減らしましょう。

主な酒類の純アルコール量換算の目安

（厚生労働省アルコール HP）

お酒の種類 ビール
（中瓶１本500㎖）

清酒
（1合180㎖）

ウイスキー
（ダブル60㎖）

焼酎（35度）
（１合180㎖）

ワイン
（１杯120㎖）

アルコール度数 ５％ 15％ 43％ 35％ 12％
純アルコール量 20ｇ 22ｇ 20ｇ 50ｇ 12ｇ

（厚生労働省「健康日本 21（第三次）」健康に配慮した飲酒に関する
ガイドラインより一部抜粋）

疾病名
飲酒量（純アルコール量）

男性 女性
脳卒中（出血性） 20g/日 少量でもリスクあり

高血圧 少量でもリスクあり 少量でもリスクあり
胃がん 少量でもリスクあり 20g/日
大腸がん 20g/日 20g/日

乳がん（女性） 対象外 14g/日

■申請者（以下の要件を全て満たす中小企業者）
⑴�町内に主たる事業所を有し、かつ、町内において１年以上継続して事業を営んでいること。
⑵�町内に居住し、かつ国のトライアル雇用制度に基づく住民を雇用していること。
⑶町税等を滞納していないこと。
■奨励金交付額
　�対象労働者１人につき、国助成金と同額（上限 12 万円）
■申請方法
　国のトライアル雇用助成金支給決定通知書の発行日の属する月の翌月末日までに
下記書類を提出してください。
⑴�美里町トライアル雇用支援事業奨励金交付申請書（町ホームページに掲載）
⑵�国のトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書の写し 
⑶国のトライアル雇用助成金支給決定通知書の写し

　町では、町内労働者の雇用の安定および促進を図るため、国のトライアル雇用（一般、障害者および障
害者短時間トライアルコース）により町内在住の労働者を雇用した事業所に奨励金を交付します。

町ホームページ
（トライアル雇用）

トライアル雇用定着支援事業奨励金

問合せ＝農林商工課　商業観光係　☎76-5133

問合せ＝住民保険課　健康推進係（保健センター内）　☎76-2855

町が上乗せ助成します

13  令和８年５月

生 活 情 報
l i fe



最大160万円補助！　美里町奨学金返還支援事業補助金
　～令和８年度から申請の「通年受付」を開始します

　美里町では、町に定住するかたを対象に奨学金返還金額の一部を補助する制度を行っています。
　これまでは申請期間が限られていましたが、よりご利用しやすくなるよう、令和８年度より制度を拡充
しました。

補助対象者（通常申請）
・大学・短大・専門学校などの在学中に奨学金の貸与を受けていること
・前年に返還すべき奨学金の返還が終わっていること
・補助金を申請する年の１月１日時点において、町内に住所を有していること※

・補助金を申請する日の属する年に、就業していること
・補助金申請をする年度の１月１日時点において、35歳以下であること※

・申請した年から継続して５年以上町に居住する意思があること
・申請時点で、町税を滞納していないこと
・暴力団または暴力団員でないこと

補助金額

補助金を受けられる回数

対象額の３分の２を補助します。（年間上限16万円）

１人あたり最大10回（対象年度ごとに１回）

　　　　　　　　　令和８年度限定で「過去２年分」の遡り申請ができます～

対象 申請期間

令和６年１月１日～12月31日に返還し
た奨学金の額 令和８年４月１日～令和９年３月31日 ★令和８年度限定

令和７年１月１日～12月31日に返還し
た奨学金の額 令和８年４月１日～令和９年３月31日 ★令和８年度限定

令和８年１月１日～12月31日に返還し
た奨学金の額 令和９年１月４日～令和９年12月28日

令和９年１月１日～12月31日に返還し
た奨学金の額

令和10年１月４日～令和10年12月28
日

★申請の通年受付を開始！　年間を通していつでも申請いただけます

★過去２年分の「遡り申請」を受け付けます

令和８年度限定

★美里町奨学金返還支援事業補助金は、公務員も対象です

広報みさと５月号　№658　14  



申請の流れ

①奨学金を返還する

②必要な書類を用意し提出する（通年受付）

③書類の審査

④交付決定通知および補助金交付

※�令和６年・７年返還分の遡り申請をする場合、右記条件のうち「住所」と「年齢」の基準日は下表
のとおりです。

申請する対象 住所の基準日
（美里町に住所があること）

年齢の基準日
（35歳以下であること）

通常申請 申請する年の１月１日時点 申請する年度の１月１日時点

令和６年分 令和７年１月１日時点 令和７年１月１日時点

令和７年分 令和８年１月１日時点 令和８年１月１日時点

必要な書類
１．申請書兼請求書
２．奨学金貸与証明書その他奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するものの写し※

３．償還表など、前年に返還すべき奨学金の額を証するものの写し
４．奨学金返還額証明書、その他奨学金返還額を証するものの写し※

　　（奨学金返還証明書とセットで発行するものになります）
　　・令和６年分遡り申請の場合
　　　「令和６年１月１日～令和６年12月31日」の奨学金返還額証明書
　　・令和７年分遡り申請の場合
　　　「令和７年１月１日～令和７年12月31日」の奨学金返還額証明書
　　２年分遡り申請をする場合は、それぞれ１枚ずつご用意ください。
５．雇用通知書、雇用契約書、在職証明書その他就業していることを証するものの写し
　　（日付が令和８年１月１日以降のもの）
６．個人情報確認同意書

※日本学生支援機構で書類を発行する場合、14日ほどかかります。

１．申請書兼請求書、５．在職証明書、６．個人情報確認同意書は、
町ホームページからダウンロードできます。

問い合わせ先
美里町教育委員会事務局　学校教育課　☎76-0201

町ホームページ
QRコード

基準日
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行 政 情 報
administration

　令和８年６月１日現在で「令和８年経済センサス－活動調査」を実施します。全国すべての事業所およ
び企業が対象です。
　この調査は、すべての作業分野における事業所・企業の経済活動の状況を全国的・地域別に明らかにす
ることを目的に、５年ごとに行われる国の重要な統計調査です。
　ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

経済センサス－活動調査を実施します

問合せ＝農林商工課　農工業推進係　☎76-5133

美里町一般競争入札結果
（令和８年３月24日開札）

※�各表の一番上の業者が落札者です。
　�入札結果の詳細については、美里
町ホームページをご覧ください。

水道水水質検査業務委託
場 所：美里町大字木部323番地１
予 定 価 格：4,500,000円(消費税除く)
契 約 額：4,939,000円(消費税含む)

業　者　名 入札価格
（消費税除く）

（一社）埼玉県環境検査研究協会 4,490,000円
㈱環境計量センター　埼玉営業所 4,525,000円
㈱総合環境分析　埼玉営業所 5,510,000円
㈱江東微生物研究所　さいたま岩槻営業所 5,520,000円
㈱新環境分析センター　関東営業所 5,800,000円

下水道事業施設水質分析業務委託
場 所：美里町大字小茂田地内外
予 定 価 格：1,680,000円(消費税除く)
契 約 額：1,552,100円(消費税含む)

業　者　名 入札価格
（消費税除く）

山根技研㈱ 1,411,000円
㈱総合環境分析　埼玉営業所 1,600,000円
㈱江東微生物研究所　さいたま岩槻営業所 2,040,000円

美里町指名競争入札結果
（令和８年３月24日開札）

耐震性貯水槽設置工事
場 所：美里町大字円良田地内
予 定 価 格：13,668,000円(消費税除く)
契 約 額：13,750,000円(消費税含む)

業　者　名 入札価格
（消費税除く）

㈲久米組 12,500,000円
㈲島崎建材工業 12,974,000円
㈲若山建設 13,170,000円
㈱ｓｕｎａｋｅｎｎ 13,300,000円
㈲柴崎建設工業 13,350,000円
㈱清水組 13,880,000円
㈲田島建材 辞退

17  令和８年５月



令和８年度　農作業標準料金をお知らせします
農作業を安心してお任せできる組織・個人がいますのでご利用ください。

美里町農作業受委託調整委員会からのお知らせ

作　業　名 単 位 基本料金 摘　　要

耕　
起

耕起（１回） 10ａ 7,200円 ロータリー使用、未整備地区は２割増

耕起（２回） 〃 10,100円 ロータリー使用、未整備地区は２割増

休耕地耕起（１回） 〃 8,700円 ３年以上放置農地（現状により加算）

特殊耕起 〃 10,100円 果樹園地など

水　
稲

代かき 〃 8,700円 ドライブハロー（整地は別）

育苗 １箱 870円 10ａ当り標準25～30箱

田植え 10ａ 10,100円 補植は別

除草・殺菌・殺虫（散布機） 〃 2,100円 農薬代は別

全面受託 〃 105,900円 農薬代・肥料代などは別

麦

麦播き 〃 10,100円 ドリル播き

溝掘り（排水対策） ｍ当り 28円

麦踏み 10ａ 2,100円 ローラー使用

除草・殺菌・殺虫（散布機） 〃 2,100円 農薬代は別

刈
取
・
収
穫

コンバイン（ほ場整備地区） 〃 21,700円 結束は2,640円増
倒伏･湿害などの場合50％以内の割増ありコンバイン（未整備地区） 〃 29,000円

ネギ収穫 １時間 5,100円 専用機械を使用、オペレーター付

乾燥からもみすり調整 10ａ 18,800円 袋は委託者負担、製品配達料金は別、袋詰めは１袋当り
55円増

もみすり調整のみ 30㎏ 720円 製品配達料金・袋代は別

管
理
・
そ
の
他

土層改良機（プラソイラー） 10ａ 5,800円 オペレーター付

畦畔造り（土手つき） ｍ当り 110円

野菜移植機 １日 7,200円 機械のみ

肥料撒き（元肥） 10ａ 1,700円

堆肥撒き（マニアスプレッダ）
１日 14,500円

機械のみ　別途走行１kmあたり26円加算、オペレーター代は別料金、堆肥は別半日 7,200円

堆肥積込（ホイールローダー）
１日 14,500円

機械のみ　オペレーター代・燃料代・堆肥は別
半日 7,200円

果
樹
除草・防除・剪定・摘果 １時間 1,300円 機械持込みの場合＋1,320円／時間、薬剤・資材代は別

草刈り（歩行型機使用） 10ａ 10,100円 オペレーター付

※この料金はあくまでも目安です。実際に作業委託
する場合は、双方で十分話し合いをしてください。
燃料費や農業用資材費などの高騰が続いています
ので、応分の上乗せも話し合ってください。

※ほ場の条件によっては、若干の加算もあります。

※機械の回送を伴う場合は、別途片道3,300円かか
ります。

※上記料金には、消費税が含まれています。
※上記料金の見直しなどがあった場合は、町広報
誌等によりお知らせします。

問合せ＝農林商工課　農工業推進係　☎76-5133
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農地の転用には許可が必要です
　農地を宅地、駐車場、資材置場などの農地以外の目的に利用しようとする場合には、農地転用許可が
必要です。
　また、転用しようとする農地が、農業振興地域内の農用地区域（青地）に指定されている場合は、原
則として転用は許可されません。やむを得ず転用する場合は、農用地区域から除外する手続きを行った
後、農地転用の手続きを行うことになります。
　転用をお考えのかたは、必ず事前にご相談ください。

【農地転用の許可】
◎対象になる農地
　登記地目が農地の土地です。また、登記地目が
農地でなくても、農地として利用されている土地
も対象となります。
◎転用の可否
　転用の許可は、農地法の基準（場所や目的など
により異なります）により判断されます。
◎申請手続き
　毎月 10日（10 日が土日、祝日の場合はその翌
日の開庁日）までに申請書を提出してください。
　申請から許可までにかかる期間は、おおよそ２
か月です。

【農用地区域からの除外】
◎除外の要件
　除外するには、次の６つの要件を全て満たすこ
とが必要です。
①�必要性および緊急性があり、他に代替すべき土
地がなく、農地転用など、必要な許認可の見込
みがあること

②�農用地区内における地域計画の達成に支障を及
ぼすおそれがないと認められること

③�農用地の集団化、農作業の効率化その他農業上
の利用に支障がないこと

④�効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する
農用地の利用集積に支障がないこと

⑤土地改良施設などの機能に支障がないこと
⑥�土地改良事業などの工事が完了した年度の翌
年度から起算して８年を経過した土地である
こと

◎申出手続き
　必ず事前相談のうえ、４月、７月、10 月、１
月の各 10日（10 日が土日・祝日の場合は、その
翌日の開庁日）までに、申出書を提出してください。
　申出から除外までにかかる期間は、おおよそ１
年ほどです。

問合せ＝農林商工課　農工業推進係　☎76-5133

問合せ＝農業委員会事務局（農林商工課内）
　　　　☎76-5133

農薬は適正に使用しましょう！
　近年、農薬に関する事故やトラブルが増加しています。農薬を使用する際は、ラベルや袋に表示された
使用方法や注意事項を厳守し、散布区域外に飛散しないよう十分注意してください。
　また、できるだけ農薬以外の防除方法を検討し、やむを得ず農薬を散布するときは、事前に周辺住民や
施設利用者などに周知するとともに風向きなどに十分注意してください。

　◎近隣に学校や通学路がある場合には、散布の時間帯を選んでください。
　◎使用した農薬の空き容器などは、農地に放置せず、適切に廃棄してください。

問合せ＝農林商工課　農工業推進係　☎76-5133
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農耕車に付着した泥は落としてから道路へ！
　トラクターなどでの農作業後、田畑から公道へ出る前には、タイヤなど
についた泥は取り除いてから道路を走行しましょう。
　道路に落ちた泥のかたまりは、通行の妨げや交通事故の原因になること
があります。
　やむを得ず道路に泥を落としてしまった場合は、清掃をお願いします。

問合せ＝農林商工課　農工業推進係　☎76-5133

農地バンク制度について
　「農地バンク制度」とは、農地の所有者のかたに、耕作や管理が困難になった農地を登録していただき、
その情報を農地の借受などを希望するかたに提供することで、貸借などを支援する制度です。
　遊休農地の発生を防止し、農地の有効利用のため、「農地を貸したい・売りたい」「農地を借りたい・
買いたい」と考えているかたは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

問合せ＝農業委員会事務局（農林商工課内）　☎76-5133

森林を取得したかたは「所有者届出書」が必要です
　個人・法人を問わず、売買や相続により、地域
森林計画の対象となっている森林の土地を新たに
取得したかたは、面積に関わらず、森林法により
「森林の土地の所有者届出書」の提出が義務付けら
れています。 問合せ＝農林商工課　農工業推進係　☎76-5133

【届出期間】
　土地の所有者となった日から90日以内に、農林
商工課に届出をしてください。

森林の樹木を伐採するときは「伐採届」が必要です
　地域森林計画の対象となっている森林の樹木を伐採するときは、森
林法により、「伐採届」の提出が義務付けられています。
　伐採する場合は、対象となっている森林か事前に農林商工課までお
問い合わせください。

【届出対象者】
◎森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有
者が提出します。
◎森林所有者が請負によって伐採するときは、森
林所有者と伐採業者が連名で提出します。

【届出期間】
◎伐採を開始する日前90日から 30日までに提出
してください。無届で伐採した場合は、森林法
による罰則が適用されることがあります。

◎森林以外に転用するため、0.1‌ha 以上１ha以下
まで（太陽光発電設備を設置する場合は、0.1‌ha
以上 0.5ha 以下）の開発（土地の形質変更）を
伴う伐採を行う場合は、「伐採届」とあわせて「小
規模林地開発行為届出書」の提出が必要です。
◎１ha（太陽光発電設備を設置する場合は、0.5ha）
を超える開発を行う場合は、埼玉県寄居林業事務
所に「林地開発許可」の申請が必要です。

問合せ＝農林商工課　農工業推進係　☎76-5133
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「募集」「イベント」「お知らせ」など暮らしに役立つ情報をお届けします。お 知 ら せ
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『平和を願うチャリティーコンサートin美里』
【日　時】５月24日㈰　午後２時開演
　　　　（午後１時30分開場）
【場　所】美里町遺跡の森館
【料　金】一般3,500円　高校生以下2,000円
【出　演】�北川 大介、コールみさと、結び太鼓 響、

LIREA-Harp＆Synth Soundscape
【問合せ】平和を願うコンサート実行委員会
　　　　 小出 操　☎090-2454-9575 問合せ＝総務課　自治防災係　☎76-1115

広告募集中！
掲載を希望されるかたは

お気軽に問い合わせください！

関東財務局
YouTubeチャンネル

ＱＲコード

シルバー人材センター新規会員募集中！

皆さんの知識や経験を活かしてみませんか？　センターでは、民間企業、一般家庭、官公庁から業務の依頼
を受け、会員に働く場を提供しています。お友達同士で会員登録してみませんか。

問合せ＝美里町シルバー人材センター　☎76-5430

入会説明会のご案内入会説明会のご案内
【開催日】	 ５月20日㈬・28日㈭
　　　　	 ６月17日㈬・25日㈭
★毎月　第３水曜日と第４木曜日

【時　間】午前10時30分～
【場　所】遺跡の森館内

・原則60歳以上
・健康で働く意欲のあるかた
・�シルバー人材センターの理念に
　賛同されたかた

会員の条件お気軽に、
お問い合わせ
ください！

｢地域貢献で生きがい発見！｣｢健康でメリハリ習慣！｣

チ
エ
ブ
ク
ロ
ー
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戸籍の窓口（敬称略） この欄に掲載を希望されるかたは、届出時に住民保険課へお申し出ください。

人口 10,541人 （－８人）

男 5,334人 （－５人）

女 5,207人 （－３人）

世帯 4,644戸 （＋29戸）

人口増減内訳

出生 転入 死亡 転出

６ 60 19 55

４月１日現在の人口と世帯  
(　　)内は前月比です。

外国籍のかた273人も含みます。

３月16日～４月15日申出分

お誕生おめでとう
名　前 保護者 行政区

原
はらだ

田 彩
あやと

都 賢大 小茂田
小
こいずみ

泉 穂
ほのか

華 賢吾 関
井
いのうえ

上 暖
だん

貴人 猪俣
荒
あらや

谷 佳
かのん

音 信之 湯本

お悔やみ申し上げます
名　前 年　齢 行政区

春山 はま 102 関
堀越 義久 88 関
中島 節子 44 小茂田
丸山 昇 82 下児玉
櫻澤 廣吉 88 南十条
井沢 孝子 87 沼上
逸見 育夫 87 沼上
大澤 英昭 80 甘粕
田端 良徳 83 古郡
佐藤 政男 84 猪俣

※行政区順

　休日の軽症の内科系診療は、本庄市児玉郡医師会
医師により本庄市保健センター内の休日急患診療所
で行っています。
　　☎23-3322　　診療科：内科系疾患
診  察  日　日曜日・祝日
診療時間　午前９時～午後４時（正午～午後１時除く）
　　　　　※発熱外来も行なっています。
　　　　　午後７時～10時（受付：午後９時45分まで）
住　　所　本庄市北堀1422-1

○休日診療

　毎週木曜日に、休日急患診療所で内科系
疾患の夜間診療を行っています。
　　☎23-3322　　診療科：内科系疾患
診療日時　毎週木曜日 午後８時～10時
　　　　　 （受付：午後９時45分まで）
※木曜日が祝日にあたる場合の診療時間は、休日診療
と同じです。

○平日夜間診療

　１つは、皆さんがよく知っている「１１０番」。
　もう１つが「警察相談専用電話『＃９１１０』」です。
　緊急ではないが警察に相談したいことがある、と
いう場合は『＃９１１０』へ。
＊�24時間受付（夜間および土曜日・日曜日・祝日・
年末年始は当直対応となります。）
■プッシュ回線：#9110
■ダイヤル回線：☎048-822-9110

警察とみんなを結ぶ２つの「ホットライン」

　急な病気やけがに関して、看護師の相談員が医療機
関を受診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、
判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。
■相談時間＝毎日24時間
■電話番号＝�＃7119　☎048-824-4199
　　　　　　（ダイヤル回線、IP電話、PHSをご利用の場合）
※次の番号からも電話をかけられます。
　○小児救急電話相談　#8000
　　または　☎048-833-7911
※利用上のお願い
　この電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバ
イスにより、相談者の判断の参考としていただくもの
ですので、あらかじめご理解のうえご利用ください。
■問合せ＝埼玉県保健医療部医療整備課
　　☎048-830-3559

○大人の救急電話相談・小児救急電話相談
　（全国共通ダイヤル＃7119で365日、24時間実施）

　救急車を呼ばなくても病院へ行くことができる場合は、
児玉郡市広域消防本部指令課（☎24-1119）で医療機関
の情報をご案内します。

○医療機関情報の問い合わせ（24時間）

○在宅当番医療機関  ▶診療時間　午前９時～正午
休日の急患診療は、郡市内医療機関が輪番で行っています。

月　日 医療機関名 電話番号

５月10日㈰ 関根内科外科医院 ☎77-7667
５月17日㈰ 千 田 医 院 ☎76-0041
５月24日㈰ はにぽんクリニック ☎22-3596
５月31日㈰ 昭 和 産 婦 人 科 ☎22-2025
６月７日㈰ 高 山 整 形 外 科 ☎22-3245
６月14日㈰ 田 所 医 院 ☎22-3445
※当番医は変更になる場合がありますので、確認してか
ら受診してください。
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新しい本を紹介します。

雨の日など、図書館に来館する際や車から移動する時雨の日など、図書館に来館する際や車から移動する時
などに、本・雑誌・資料などが濡れないようにご注意などに、本・雑誌・資料などが濡れないようにご注意
ください。ください。

一 般 書

星野 真里/著　小学館

俳優・星野真里による、難
病・先天性ミオパチーと闘う
娘・ふうかと歩んだ10年間の
記録。ふうかを中心とした家
族の「ふつうじゃないけど、
ふつうに幸せ」な日常を様々
なテーマで綴る。

麻宮 好/著　小学館

太平洋戦争前夜の昭和の浅草
で、 冴 子・ ハ ジ メ・ 卓 三 は
細々と演劇で口を糊していた。
芸術芸能に対して検閲が厳し
くなる中、卓三が兵役に取ら
れた上、東京大空襲に巻き込
まれた冴子とハジメ。戦後、
奇跡的に生き残った2人は…。

『さいごにきみと笑うのだ』
ふうかと紡ぐふつうの日々とふつうじゃない幸せ

『ひまわりと銃弾』

開館時間　平日：午前10時～午後６時　土日祝日：午前10時～午後５時
※休館日…毎週月曜日、５月23日㈯【小型家電回収】、５月29日㈮【整理日】 ホームページ

ＱＲコード

山崎 ナオコーラ/作　アサバ マリエ/絵　静山社

『魔法のつららペン』
つららペンと氷の国

文字を書くことが苦手で悩ん
でいた小学4年生のゆきのは、
ある日、橋の上でつららをひ
ろった。右手にぴったりとペ
ンのようにはまり、字を書い
てみると、教科書のようなき
れいな文字がすらすらと書け
て…。

中川 ひろたか/作　かわしま ななえ/絵　アリス館

『すききらい』

ぼくがきらいなのは、なす、カラス、あたまを洗うこと。
でもママは、すききらいしちゃだめって言う。でも、き
らいなものをすきになれるかな…? たくさんの「好き」と

「嫌い」の中で暮らしていることについて考えてみる絵本。

中野 左知子/著　あさ出版
自分のことを大切にして、自分の価値を信じることがで
きるようになれば、もっと幸せな世界に生きることがで
きる。心を整え、自分自身を幸せにする「1分心ストレッ
チ」を紹介する。

（紹介文：ＴＲＣ株式会社図書館流通センターより引用）

『自分を幸せにする1分心ストレッチ』
不安やモヤモヤが消えて元気になれるココロチャージ

児 童 書

『ぼくの名前がきえないように』
バティスト・ボーリュー/文　チィン・レン/絵　

ひがき ゆみ/訳　ひさかたチャイルド

図子 慧/著　KADOKAWA

『2040年のハローワーク』
５分でわかる私たちの未来の仕事

「異世界転生ゲームの設定で、冒険者たちのジョブを現
在につながる職業として考えてみよう」 そんな授業を受
けた中学生たちは自分の適職を考えることに…。性格タ
イプ別のおすすめ進路&未来の職業予測付き。

ちづか みゆき/著　翔泳社
薬膳に基づいた腸によい食生活を実践してきた著者が、
大人の心と体を整える、腸活と薬膳を組み合わせた食べ
方のセオリーを3ステップで解説。ほか、腸活以外に意
識したい食事、腸活薬膳のアイデアレシピも紹介する。

『大人の心と体を整える腸活薬膳のはじめ方』

ぼくはフランシスコ。「自分の
意見には自信をもって」と大
人は言うけれど、ぼくは友だ
ちや家族に、自分の意見を言
えないときがある。そんなあ
る日、コートかけのぼくの名
前がきえはじめ…。フランス
の現役医師が贈る哲学絵本。
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※食改会員さんを募集しています。詳しくは、お問い合わせください。
［問合せ］住民保険課　健康推進係　☎76-2855

あじ（鯵）の南蛮漬け

作り方
① あじは半身を半分に切って塩をまぶし、５分程おいたらキッチンペーパー

などで水気をとり、片栗粉を薄くまぶす。
② ��玉ねぎ、人参、きゅうりはせん切りにする。
③ ��Ⓐを合わせて保存容器に入れ、②を入れる。
④	鍋に油を入れて170℃に加熱し、①を10分程揚げる。油をきって③に漬け、

しばらくおいて味をなじませる。
協力：美里町食生活改善推進員連絡協議会

（４人分)材 料
あじ（３枚おろし）… ……… ４尾分
塩……………………… ひとつまみ
片栗粉………………………… 適量
玉ねぎ……………………… 1/2個
人参…………………………… 50g
きゅうり……………………… 50g
サラダ油……………………… 適量
　   しょうゆ……………… 大さじ２
　   砂糖…………………… 大さじ３
　   酢………………………… 100㎖
　   水……………………… 大さじ３
　   赤唐辛子（小口切り）
　   　……………………… 	１～２本

金婚・ダイヤモンド婚を迎えるご夫婦の皆さんへ金婚・ダイヤモンド婚を迎えるご夫婦の皆さんへ
　町では、今年度、金婚（結婚 50 年）ダイヤモンド婚（結婚 60 年）を迎えるご夫婦をお祝いし、　町では、今年度、金婚（結婚 50 年）ダイヤモンド婚（結婚 60 年）を迎えるご夫婦をお祝いし、
記念品を贈呈します。記念品を贈呈します。
　該当するご夫婦は、６月 19 日　該当するご夫婦は、６月 19 日㈮㈮までに介護福祉課　介護高齢者係にご連絡ください。までに介護福祉課　介護高齢者係にご連絡ください。
なお、ご連絡をいただけない場合は、記念品を贈呈することができません。なお、ご連絡をいただけない場合は、記念品を贈呈することができません。

◆金婚（結婚 50年）
　昭和 51年４月１日から昭和 52年３月 31日までの間に婚姻の届出をされたご夫婦
◆ダイヤモンド婚（結婚 60年）
　昭和 41年４月１日から昭和 42年３月 31日までの間に婚姻の届出をされたご夫婦

問合せ＝介護福祉課　介護高齢者係　☎76-5132

５月と９月は あいさつ・ありがとう重点推進月間５月と９月は あいさつ・ありがとう重点推進月間

あいさつ・ありがとう運動を推進しますあいさつ・ありがとう運動を推進します
「ありがとう」で広がる笑顔の「ありがとう」で広がる笑顔の 輪輪

お手軽クッキングお手軽クッキングお手軽クッキングお手軽クッキングお手軽クッキングお手軽クッキングお手軽クッキング 301

手話講座手話講座
ワンポイント

※�この動画は、児玉郡市共同で企画・
作成したものを本庄市のYoutube
チャンネルに掲載しています。

　ワンポイント手話講座は、分かり
やすく、楽しく手話を学べるよう、
YouTubeでご覧いただける動画を
配信しています。�
　ぜひ、下のQRコードから動画を
チェックしてみてください！

１人当たり
エネルギー 塩分
239kcal 1.7g

Youtubeチャンネル
QRコード

Ⓐ
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子ども広場
child

子ども広場
child

※広場や相談は予約制です。開催前日までに、担当のこども未来課へお申込みください。

乳児健診
日　程＝①５月15日㈮　②６月19日㈮
対象児＝
　①令和７年５月・７月・10月、令和８年１月生まれ

②�令和７年６月・８月・11月、令和８年２月生まれ
内　容＝身体計測、内科診察、育児相談など

２歳児歯科健診
日　程＝６月12日㈮
対象児＝①令和６年３月〜５月生まれ

②�令和５年９月～11月生まれ
内　容＝�身体計測、歯科診察、フッ素塗布、
　　　　ブラッシング指導、育児相談など

１歳６か月児健診
日　程＝５月22日㈮
対象児＝令和６年８月～10月生まれ
内　容＝�身体計測、内科診察、歯科診察、
　　　　フッ素塗布、ブラッシング指導、
　　　　育児相談など

５歳児歯科健診
日　程＝６月５日㈮
対象児＝令和３年３月～５月生まれ
内　容＝�身体計測、歯科診察、フッ素塗布、
　　　　ブラッシング指導、育児相談など

※時間や持ち物などの詳細については、個別にお送りする通知をご覧ください。
　健診実施日の１か月前頃に送付します。

各広場・健診のお知らせ
会場：保健センター　
担当：こども未来課　子育て支援係

　☎76-2855

イベント 　対　象 日　程 時　間 内　容［持ち物］

マタニティ広場
町内在住の妊婦・夫

（パートナー）
妊婦体験をします！

６月15日㈪ 午後１時30分～
３時

新生児の特徴・育児(沐浴デモ)について
[母子手帳、ママパパ学級テキスト、
水分補給できるもの]

あかちゃん広場
〈母乳相談は予約制〉

町内在住の生後６か
月頃までのこどもと
保護者

５月21日㈭
午前10時～

11時30分

離乳食のお話・赤ちゃんのやさしいヨガ
[母子手帳、バスタオル、水分補給できるもの]

６月18日㈭ ママの簡単バランスボール・ママ向け絵本
[母子手帳、バスタオル、水分補給できるもの]

ど れ み 広 場
町内在住の３歳頃ま
でのこどもと保護者

（未就園児も可）

５月11日㈪
５月25日㈪ 午前10時～

11時30分

親子で音楽にあわせて遊ぶリトミック♪
簡単なおもちゃ作製や絵本タイムもあ
ります！
[汗拭きタオル、水分補給できるもの]

６月９日㈫
６月22日㈪

親子あそび広場
町内在住の３歳頃ま
でのこどもと保護者

（未就園児も可）

５月29日㈮
午前10時～

11時30分

親子で体を動かして遊ぶ教室です。
心も身体もリフレッシュしましょう！
骨盤体操やストレッチもあります。
[汗拭きタオル、水分補給できるもの]６月26日㈮

育児・母乳相談
所要時間30分程度

（３日前までに要予約）

町内在住の乳幼児・妊
婦・夫（パートナー）・
育児協力者

５月７日㈭

午前10時～
11時30分

計測・栄養・母乳相談など育児に対す
る相談。妊娠中のかたの沐浴・オムツ
交換・抱っこデモ、マタニティ広場に
来られないかた向けにお産の話なども
できます。[母子手帳、バスタオル、フェ
イスタオル2枚(母乳相談時)]

６月４日㈭

★母子健康手帳の交付手続きは、保健センター（☎76-2855）またはこども未来課（☎76-2277）へ予約をお願いします。
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地域のＨＯＴな話題をお寄せください　☎76－1115

消防協力者への感謝状の贈呈について
　令和８年１月10日㈯ 午後３時21分頃、美里
町大字白石地内で発生した建物火災に際し、高
橋 渉 氏および高橋 健治 氏は消火栓を使用し
て初期消火活動を行い、延焼拡大の阻止に大き
く貢献されました。
　児玉郡市広域消防本部はこの功績を称え感謝
状を贈呈しました。

交通事故０
ゼロ

を目指して
春の全国交通安全運動街頭キャンペーン
　４月８日㈬、県道本庄寄居線の美里町役場前
交差点で、春の全国交通安全運動街頭キャン
ペーンを行いました。
　児玉警察署、児玉地区交通安全協会美里支部、
美里町交通指導員の皆さんが、赤信号で止まっ
たドライバーたちに交通安全啓発品を手渡して、
歩行者優先の安全運転と町内の交通死亡事故ゼ
ロをお願いしました。
　昨年、町内で39件の人身事故が発生しました。
交差点は、一旦停止する・徐行するなど交通安
全を心がけましょう。

美里町コミュニティ協議会が
春日部市の首都圏外郭放水路を視察
　３月26日㈭、美里町コミュニティ協議会が、
地域の安全・安心を守る取り組みの一環として、
春日部市にある首都圏外郭放水路を視察しまし
た。
　防災施設の役割や仕組みを学び、住民主体の
防災力向上と支え合いのまちづくりを意識する
良い機会となりました。

春季ソフトボール大会を開催
　４月６日㈪、美里町遺跡の森総合グラウンド
において、春季ソフトボール大会が開催されま
した。
　春の爽やかな空気のなか、スポーツマンシッ
プあふれる選手達の手に汗握る戦いが繰り広げ
られました。

Ａブロック優勝　日生工業チーム

（写真左から）高橋 健治 氏　高橋 渉 氏

児玉郡市広域消防本部からのお知らせ

【優勝チーム】【優勝チーム】
　Ａブロック優勝　日生工業チーム　Ａブロック優勝　日生工業チーム
　Ｂブロック優勝　広木チーム　Ｂブロック優勝　広木チーム
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ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です

　７月に満１歳の誕生日を迎えるお子さんの受け付けを
しています。
　５月２９日㈮までに総務課（☎76-1115）へ連絡を！

　町民の皆さんと行政のパイプ役としてご尽力いただく、令和８年度各行政区の区長・区長代理さんが、
決まりました。新しい区長・区長代理さんは、次の表のとおりです。
　１年間、どうぞよろしくお願いします。

行政区名 区長氏名 区長代理氏名
根　木 井 上 和 夫 飯 島 健 司

関 重 昆 　 孝 坂 本 富 茂
荻 野 将 行

南阿那志 篠 原 　 朗 大 島 輝 雄
木 村 芳 雄

北阿那志 黒 田 祐 司 田 島 　 勇

小茂田 野 口 昭 範 南 　 雄 一
濵 田 良 夫

下児玉 松 本 秀 夫 福 島 宏 之
北十条 今 井 伸 司 今 井 康 弘
南十条 関 根 俊 男 中 島 正 夫

沼　上 鈴 木 賢 治 逸 見 健 一
逸 見 健 一

広　木 中 兼 勝 美 加 藤 克 幸
茂木美喜男

行政区名 区長氏名 区長代理氏名

駒　衣 大 島 州 雄 松 村 佳 春
角 田 　 榮

木　部 林 　 正 敏 代 　 利 夫
古　郡 田 端 俊 雄 鈴 木 登 志 雄

甘　粕 田 端 博 司 野 口 明 彦
根 本 孝 代

中　里 飯 島 　 進 大 久 保 隆
湯　栃 倉 本 惠 一 関 口 　 司
野　中 卜 部 利 夫 倉 林 久 実
小　栗 持 田 　 剛 江 黒 英 夫
猪　俣 鈴 木 　 豊 卜 部 広 安
湯　本 大 澤 健 一 小 林 俊 之
大　仏 黒 澤 秀 雄 清 水 良 昭
白　石 飯 野 尚 己 上 田 真 司
円良田 相 馬 武 雄 田 島 正 規

令和８年度の区長さんを紹介します

　お誕生日おめでとう(^-^)　こ
の１年でとっても大きくなった
ね!!　これからもお兄ちゃんと一
緒に成長していってね!!

〈令和７年５月９日生〉

茂
も て ぎ

木　実
み お

緒ちゃん（古郡）

　28広報みさと令和８年５月号●発行　美里町　〒367-0194　埼玉県児玉郡美里町木部323-1
●編集　総務課　☎0495-76-1111（代表） FAX.0495-76-0909

美里町ホームページ    https://www.town.saitama-misato.lg.jp/


